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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する汝律施行規則

第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイ ドライン (記帳ガイドラ

イン)の制定について

貴事業所におかれましては､日頃より放射線利用における安全確保にご尽力いただ

いていることと存じます｡

この度､放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する施行規刺 (昭和三十五

年総理府令第五十六号｡以下 ｢施行規則｣といいます｡)第24条に定められている

帳簿の記載等に関する絵令解釈及び記帳方法について具体的な解説を加え､各々の事

業所等における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物のより良い

管理に役立てていただくことを目的として､ ｢放射性同位元素等による放射線障害の

防止に関する浜律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイ ドライン

(記帳ガイ ドライン)｣を作成いたしました｡

今までの指導等と異なる点もございますが､平成22年4月以降の施行規則第24

条に基づく記帳につきましては､本ガイドラインに沿って行っていただくようご協力

をよろしくお願いいたします｡本ガイ ドラインの概要につきましては､別添をご覧下

さい｡

なお､本ガイ ドラインは､当省ホームページより入手可能です｡

(http://www｡畢eXt.gO｡jp/a_menuianzenkakuho/index.html)

〔問い合わせ先〕

文部科学省 科学技術 ｡学術政策局

原子力安全課 放射線規制室

03-6734-4044 ※ご連絡は9:30-18:00までにお願いします｡



別添

.放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドライン (記帳ガイドラ

イン)の概要 (重要なポイント)

平成22年4月1日から､記帳ガイドラインに沿った記帳にご協力ください｡

1.許可届出使用者 (密封された放射性同位元素を使用される方)●｢受入れ｣は事業所等鴨の受Aれ ｢払出し｣は事業所等への払出しを記帳する｡

●放射性同位元素の受入れ又は製造といった保管を開始する行為から､保管を経て､

払出し､廃棄その他保管を終了する行為まで及びこれらに付随してする事業所等の

外における運搬について､=聾として把畳笠皇るよき昼畢墜重畳｡

●使用の目的及び方汝については､第3着が静可又は届出の内容と一致した使用がさ

れているのかを確認できるよ引二記帳するo

e帳簿の閉鎖の意味は､ただ単に帳縛を年度ごとに区切るのではなく､種類及び数量

ごとに ｢期首在庫｣ r受A等個数 は み個数 杓製造個数)｣ ｢払出等個数 藍払出個

数 ･廃棄個数等)｣ ｢数量の変更により増減した個数 (減衰補正をしたことによる

増減個数)｣ r期末在庫｣を集計した総括帳票を件成し､実際の在庫を確認するこ

と習ある｡

●塵担蜂革率数字を皇壁を章毎軍里多野驚き各年摩申_敢射線学理準準報告書牽度盛重

畳｡

2.許可届出使用者 (密封されていない放射性同位元素を使用される方)e｢受入れ｣は事業所等鈍の受A転 ｢払出し｣は事業観等内の払出しを記帳するo

●放射性同位元素の受入れ又は製造といった保管を開始する行為から､保管を経て､

払出し､廃棄その他保管を終了する行為まで及びこれらに付随してする事業所等の
I

外における運搬について､ニ鮭と宣蔓重畳軍きる島長堤塾匿邑最.

●使用の目的及び方汝については､第室者が許可又は届出の内容と一致した使用がさ

れているのかを確認できるように記帳する｡

●放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に係る記帳について､ ｢汚染された物

に含まれる放射性同位元素の種類及び数量｣ と ｢凄重量幽 壇腰及び数量｣の

両方を記帳する｡

e放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に係る記帳について､放射性同位元素

によって汚染された物の種類は､原則としで､可燃物､難燃物､不燃物､フィルタ

ー等といった許可廃棄業者が示す分類で記帳するO



e放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に係る記帳について､放射性同位元素

によって汚染された物の数量は､当該汚染された物を収納する容器の容積とその個

塾を記帳する｡ (例 :50リットル ドラム缶×2本)

○帳簿の閉鎖の意味は､ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく､核種ごとに｢期

首在庫｣ ｢受泉等数量 (受入数量 4製造数量)｣ ｢払出等数量 (払出数量 ｡使用数

量 広減衰補正により減少した数量)｣ ｢期末在庫｣ を集計し､また､放射性同位元

素によって汚染された物の種類ごとの期末の数量を記載した総括帳票を作成し､塞

際の在庫又は状況を確認することである.

0給括帳票の数字をそのまま転記する形で､各年度の放射線管理状況報告書を作成す

鼻｡

3b許可届出使用者 (放射線発生装置を使用される方)

○使用の目的及び方法については､第3者が許可又は届出の内容と一致した使用がさ

れているのかを確認できるように記帳する｡

4.届出販売業者 (密封された放射性同位元素を取り扱う方)

●譲受け (輸入､購入､販売した放射性同位元素の引取り等)といった管理を開始す

る行為から､保管の委託を経て､販売､その他譲渡し (輸出､購入した放射性同位

元素の購入元-の引渡し等)といった管理を終了する行為まで及びこれらに付随し

て行 う運搬について､-体として把握できるように記帳する｡●帳簿の閉鎖の意味は､ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく､種類及び数量

ごとに ｢期首における保管委託個数｣ ｢譲り受けた個数｣ ｢販売個数｣ rその他譲

り渡した個数 (使用者から引き取った線源の製造者鴨の譲渡等)｣ ｢期末における

保管委託個数｣を集計した総括帳票を件成し､実際の在庫を確認することである｡

●総括帳票の数字をそのまま転記する形菅､各年度の放射線管理状況報告書を件成す

ゑO

5巾届出販売業者 (密封されでいない放射性同位元素を取り扱う方)

●譲受け (輸入､購入等)といった管理を開始する行為から､保管の委託を経て､販

売こその他譲渡し (輸出等)といった管理を終了する行為まで及びこれらに付随し

て行う運搬について､-体として把握できるように記帳するO

●帳簿を閉鎖の意味は､ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく､核種ごとに｢期

首における保管委託数量｣ ｢譲り受けた数量｣ ｢販売数量｣ ｢その他譲り渡した数

量 (販売以外ゐ譲渡を行った数量)｣ ｢期末における保管委託数量｣ を集計した塵



塵墜蔓を隼恥 ､峯堅塁登塵皇垂選重量差豊里姦通長里を明確にした0

●垂埠埠琴申準字をそ野まま転畢する形で､各年度の放射埠管撃墜麹重畳星空塵塵重

畳｡

6.届出賃貸業着 く密封された放射性同位元素を取り扱う方)

●譲受け (輸入､購入等)､回収 (賃貸した線源の回収)といった管理を開始する行

為から､保管の委託を経て､賃貸､譲渡し (輸出､購入した放射性同位元素の購入

元-の引渡し等)といった管理を終了する行為まで及びこれらに付随して行う運搬

について､-体とし首把握できるよ馴=記帳する.

◎帳簿の閉鎖の意味は､ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく､種類及び数量

ごとに ｢期首における保管委託個数｣｢譲り受けた個数 (回収した個数を含める｡)｣

｢賃貸した個数｣ ｢現に賃貸している個数｣ T譲り渡した個数｣ ｢期末における保

管委託個数Jを集計した総括帳票を壁昼』､蜘

○嘩括帳票の数字を車重重量塵畢する形守､_各年度の放射線管理状況報草書を摩成宅

鼻｡

7.許可廃棄業者

e容器ごとの管理ができる場合には､受入れ又は詰替え､滅容その他の廃棄処理後と

いった保管を開始する行為から､払出し､さらなる音替え又は廃棄といった保管を

終了する行為まで並びにこれらに付随して行う運搬について､放射性同位元素及び

汚染物を収納している容器ごとに=墜直立軍把握でき_る阜き些言≡嘩逆量｡

●容器ごとの管理ができない場合には､受入れ又は減容その他の廃棄処理後といった

保管を開始する行為から､払出し若しくは廃棄といった保管を終了する行為又は容

器-の収納まで並びにこれらに付随して行う運搬について､=塵皇立写把握笠皇盈

呈豊瞳記帳する｡

○放射性同位元素によって汚染された物の保管又は廃棄に係る記帳について､ ｢汚染

された物に含まれる盤蜘 遡量｣ と 慢 重量塾魁雛壇 竪琴避

塾量｣の両軍を記帳する必蔓垂艶

●放射性同位元素によって汚染された物の保管又は廃棄に係る記帳について､放射性

同位元素によって汚染された物の種類は､可燃物､難燃物､不燃物､フィルター等

といった塵塞麹塵塵盤で記帳する｡

●放射性同位元素によって汚染された物の保管又は廃棄に係る記帳について､放射性

同位元素によって汚染された物の数量は､容器ごとに管理している場合は当該汚熟

された物を収納する塾塾触 塵数を､容器ごとに管理をしていない場合は

豊箆を記帳する｡



●帳縛の閉鎖の意味は､ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく､放射性同位元

素によって汚染された物の種類ごとに ｢受入数量｣ ｢払出数量｣ ｢保管数量 ∈廃棄

物貯蔵施設に保管している数量と保管廃棄設備に保管廃棄している数量の和)｣を

集計した総括帳票を作成する=とである.

●総括帳票の数字をそのまま転記する形で､各年度の放射線管理状況報告書を作成す

鼻｡
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目的

放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物 (以下このガイ ドライン

において単に r汚放物｣という｡)の管理の基本は､法令に定められた基準に従った

取扱いと記帳にあることはいうまでもない｡基準に従った取扱いを行っているかどう

かを記帳することによって確認するとともに､記帳は安全管理が適切になされている

こと及び洛令を遵守していることめ証明としての役割も果たすものである｡特に､記

帳によって放射性同位元素及び汚染物の所在を明らかにし､さらに定期的に在庫等の

実際の状況と帳簿の内容が一致していることを確認することによって､製造､譲受け､

保管､使用､譲渡し､廃棄等といった一連の行為が､法令及び許可又は届出の内容を

遵守できているかどうかを確認することは､放射線障害を防止する上で極めて重要で

ある｡具体的には､記帳は以下のような点を確認する役割を果たしている｡

｢受入れ｣｢払出し｣

放射性同位元素の汝令に従った確実な譲渡し若しくは譲受け又は貸付け若しくは

借受け

｢保管｣｢道政｣

放射性同位元素及び汚汲物の法令に従った確実な管理

r使用｣

放射性同位元素又は放射線発生装置の払令に従った確実な使用と管理

｢廃棄｣

放射性同位元素及び汚染物の駄令に挙った確実な廃棄

本ガイ ドラインは､放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する絵律施行規

則 (昭和三十五年総理府令第五十六号｡以下 ｢施行規則｣という｡)に定められてい

る記帳の内容や方法について解釈を示すとともに､より具体的に解説を加えることに

より､放射性同位元素及び汚染物の管理と記帳を一体として捉え､各々の事業所等で

の放射性同位元素及び汚染物のより良い管理に役立てていただくことを目的として

いる｡

本ガイ ドラインの内容については､直ちにこれに沿った管理を始めることが難しい

事業所等においても､少しずつ本ガイ ドラインの内容に即した管理が為されるよう努

めていただきたいと考えている｡なお､本ガイ ドラインは､適宜､関係各位のご意見

等を踏まえ､事業所等における実態も考慮しながら､更新していく予定である｡

注意事項

1. 本ガイ ドラインは､施行規則第 24粂第1項に定められている記帳及び施行

規則第 26条第1項第 7号に定められている廃止持置中の記帳について､具

1

体的に解説を加えたものであり､施行規則に定められた内容に準拠して作成

されている｡なお､受入れ､使用等の各記帳の根拠条文の詳細については､

標題の横に､(第〇号ィ､ロ､- 弓 という形で示している｡

2. 本ガイ ドラインの内容は､平成 21年 10月9日に交付された放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(平成 21年文部科学省令第 33号)により改正された施行規則に対応してい

る｡なお､当該省令の施行日は､第24条第1項関係については平成 22年4

月 1日､第26条第 1項関係については平成 21年 11月 1日､第39条第3項

の放射線管理状況報告書関係については平成 23年4月1日である｡

3. 参考1-20については､理解の助けとなるように示されているものであり､

必ず用いることを求めるものではない｡

4. 施行規則を超えた記帳項目については､｢必要に応じて｣という表現を用い

ており､必ず行わなければならないものではないoまた､施行規則を超えた

記帳項目であっても放射性同位元素及び汚染物の管理上､積極的に行った方

がよい事項については､｢望ましい｣という表現を用いている｡



- 1 通則 一

領 通則

1. 帳簿は､毎年4月1日又は許可日若しくは届出日に開き､翌年3月 31日又

は廃止日等に閉じる0

2. 記入する必要がない楠については空欄とはせず､斜線等を記入することによ

り､記入する必要がない箇所であることを示す｡各事業所等において記帳す

る可能性がない項目については､その記入欄自体を設ける必要はない｡

3. 放射性同位元素の種類は､核種名を記帳し､さらに放射線を放出する同位元

素の数量等を定める件 (平成十二年科学技術庁告示第五号)別表第2におい

て化学形等が記載されている核種についてはその化学形等を記帳する｡ただ

し､許可申請書 ｡届出書に ｢すべての化学形｣と記載している場合は､｢す

べての化学形｣と記帳してもよい｡なお､化学形等の記載のうち ｢放射平衡

中の子孫核種を含む｡｣の記載については記帳しなくてもよい.

4. 放射性同位元素の数量は､放射能を記帳し､単位としてはベクレル (Bq)杏

用いる｡

5. 帳簿の閉鎖とは､ただ単に帳縛を期間ごとに区切るという意味ではなく､帳

簿を集計し､帳簿を閉じた際に保管している放射性同位元素の数畳及び保管

又は保管廃棄している汚汲物の数量と記帳内容が一致していることを確認

することを意味する｡

6. 施行規則第 39条第3項の放射線管理状況報告書は､閉鎖した帳簿の記録に

基づいて作成する｡

7. 記帳は､施行規則第 24条の2の規定に従い､電磁的方汝による記録をもっ

て代えることができる｡

- 2 許可届出使用者の記帳 一

夏 許可届出使用者の記帳

2-確 率封され兜放射性同位元素に関する帳簿

(1) 密封された放射性同位元素に榊する嶋津の通則

1. 密封された放射性同位元素に関する帳簿であることを明示する0

2. 放射性同位元素の種類は､必要に応じて､番号､型式､ホルダー番号､製造

者名その他の放射性同位元素を特定するための情報を記帳する｡また､放射

性同位元素装備機器に放射性同位元素が装備されている場合にあっては､当

該機器の種類を記帳する｡さらに､当該機器の型式､性能､製造番号その他

の機器を特定するための情報についても記帳することが望ましい｡

3. 放射性同位元素の数量は､許可された又は届け出た放射能と個数を用いて記

帳する｡

4. 放射性同位元素装備機器に一組又は一式として複数の放射性同位元素が装

備されている場合にあっては､放射性同位元素の種類及び数量は当該機器ご

とにまとめて記帳してもよい｡

(盟) 密封された放射性同位元素の管理の帳簿

5. この帳籍では､密封された放射性同位元素の受入れ又は製造といった保管を

開始する行為から､保管を経て､払出し､廃棄その他保管を終Tする行為ま

で及びこれらに付随して行う工場又は事業所の外における連轍について､〟

体として把握できるように記帳する (参考 1参照)｡なお､違政については

31-35に従って記帳する｡

i 密封された放射性同位元素の受入れ又は払出し (第1号ィ､ロ)

6. 工場若しくは事業所-の受入れ､工場若しくは事業所における製造又は工場

若しくは事業所からの払出しについて記帳する｡

7. 受入れ又は製造を行うごとに､5のような記帳が行える帳票を作成する｡

8. 受入れ又は払出しの記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日並

びに相手方の氏名又は名称である｡

9. 相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

10.密封された放射性同位元素を製造したときは､当該放射性同位元素の種類及

び数量並びに製造の年月日にづいて記帳する｡

11.受入れ又は製造を行った年月日は､当落行為を行った年度の横棒だけでなく

払出し､廃棄その他保管を終了する行為を行うまでの間､継続して記帳して

おく｡

12.工場又は事業所において放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す
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る浜待 (昭和三十二年法律第百六十七号｡以下｢放射線障害防止法｣という.)

以外の法律で規制されていた物を放射線障害防止法の規制を受ける放射性

同位元素として管理し始めるときは､受入れとして記帳し､相手方の氏名又

は名称は､自らの氏名又は名称を記帳するとともに､他法令で規制されてい

た旨を記帳する｡この逆の場合は､払出しとして記帳する｡

13.管理下にない放射性同位元素を発見し､管理下に入れたものの記帳をする場

合､受入れとして記帳し､相手方の氏名又は名称は不明とし､発見した場所

についても記帳する｡なお､当然に管理下にない放射性同位元素を発見した

.時には､速やかに文部科学省に連絡をする｡

ii 密封された放射性同位元素の保管 (第1号 ト､チ､ リ)

14.保管の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､期間､方法､場所並び

に従事する者の氏名である｡

15.保管の期間は､保管を開始した年月日 (繰り越された放射性同位元素につい

てはその年の4月1日)及び保管を終了した年月日 (繰り越す放射性同位元

素については帳簿を閉じた年月日)を記帳する｡

16.保管を開始するときは､許可された又は届け出た貯蔵能力の範囲内であるこ

とを確認する｡

17.帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は､保管を終了した年月日の湖に

帳簿を閉じた年月日を記帳するとともに､繰越しした旨を記帳する｡

18.保管に従事する者の氏名は､保管期間中における放射性同位元素の管理並び

に受入れに伴う入庫 (輸送容器からの放射性同位元素の取出しを含む｡)及

び払出しに伴う出庫 (輸送容器-の放射性同位元素の収納を含む｡)に従事

する者の氏名を記帳する｡

19.払出し以外の貯蔵施設からの出庫 (使用するための出庫等)又は受入れ以外

の貯蔵施設-の入庫 (一度出庫した放射性同位元素の貯蔵室-の再入庫等)

についても､放射性同位元素の種類及び数量､年月月､時刻並びに従事する

者の氏名を記帳することが望ましい.

20.払い出す又は廃棄する場合以外で保管を終了する場合 (永久挿入等)は､保

管の終了の記帳をする｡また､その旨を備考として記帳することが望ましい｡

21.放射性同位元素の数量の変更 (減衰補正)をするときは､保管の終了として

記帳せず､数量の変更として記帳する｡

22.放射性同位元素の数量の変更 (減衰補正)は､必ず行う必要はなく､必要に

応じて行う｡数量の変更を行う場合には､あらかじめ､施行規則第9条の2

の軽微な変更の届出又は施行規則第4条の変更の届出をする｡

23.21の記帳項目は､放射性同位元素の種類､変更前後の数量及び数量を変更し

た年月日である｡

jii 密封された放射性同位元素の廃棄 (第1号ル､ヲ､ワ)

24･廃棄の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数豊､年月日､方法､場所並
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びに従事する者の氏名であるO

(3) 密封された放射性同位元素の使用の帳簿 (第1号八､ホ､へ)

25･この帳簿では､密封された放射性同位元素の使用について記帳する (参考2

参照)｡放射線障害防止絵第 10条第6項に基づく一時的な使用を行う場合に

あってはこれに付随して行う工場又は事業所の外における運搬についても､

使用と一体として把握できるように記帳する (参考2参照).なお､運搬に

ついては31-35に従って記帳する｡

26･使用の記帳は､通常の使用のほか､放射性同位元素の製造及び放射性同位元

素装備機器への装備についても記帳する｡

27.使用の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日､目的､方法､

場所並びに従事する者の氏名である｡

28.任用の年月日は､必要に応じて､時刻も記帳する｡また､複数日連続して使

用した場合は､使用を開始 した年月日及び使用を終了した年月日を記帳する｡

29.使用の目的及び方法は､実際の使用状況が許可又は届出の内容の範囲内であ

ることを第三者も確認できるよう､実態について簡潔に記帳する｡また､最

大使用時間が定められている場合は､使用の方法として使用を開始した時刻

及び使用を終了した時刻又は使用時間についても記帳する｡時刻については､

28で記帳している場合はこの限りでない｡

30.密封された放射性同位元素を使用して新たな密封された放射性同位元素を

製造する場合は､使用の目的に､その旨並びに製造した放射性同位元素の種

類及び数量を記帳する｡

(希) 密封された放射性同位元兼の=嬰又睦事業所の外にお狩る運搬 (第1号ヌ)

31.運搬の記帳項目は､年月日､方法､▲荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び速

報に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である｡

32.記帳者が運搬を委託していない場合は､運搬の記帳を行う必要はない｡

33.運搬の方法は､輸送物の区分 (L｡A｡BM･BUBIP-1｡IP-24
IP-3)及び運搬手段について記帳する｡

34.荷受人又は荷送人の氏名又は名称は､受入れに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を､払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する｡

35.運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は､記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を､運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名又は名称を記帳するO

(5) 零封された放射性同位元素の帳簿印紙時の記帳と次年度の帳簿

36.帳簿閉鎖時は､在庫を確認し､保管の帳簿と-致することを確認する｡

37.帳醇閉鎖後､帳簿を集計し､総括帳票を作成する｡

38.総括帳票は､密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに､放射性同位
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元素の種類及び数量､期首在庫､受入等個数､払出等個数､数量の変更 (減

衰補正)により増減した個数並びに期末在寮を記帳する (参考3参照)0

39.総括帳票の期首在庫は帳簿を開いた時の保管個数三芸を､期末在庫は帳簿を閉

じた時の保管個数滋を記帳するO

※ ▲当該時点において使用中であるものを含む｡

40.総括帳票の受入等個数は､帳簿を集計し､当該年度に受け入れた個数及び製

造した個数の合計を記帳する｡

41.総括帳票の払出等個数は､帳簿を集計し､当該年度に払い出した個数､廃棄

した個数その他永久挿入等により保管を終了した個数の合計を記帳する｡

42.総括帳票の数量の変更 (減衰補正)により増減した個数は､変更前の数量の

欄に当該数量でなくなった個数を負の値で､変更後の数量の欄に当該数量と

なった個数を正の値でそれぞれ記帳する｡

43.総括帳票を作成後､各々の密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに､

期首在庫､受入等個数及び数量の変更 (減衰補正)により増減した個数の和

から払出等個数を差し引いた個数が期末在庫と一致することを確認する｡

44.43の確認後に､総括帳票の数字を用いて､放射線管理状況報告書を作成する｡

45.次年度当初には､新たな帳簿を作成する｡

- 2 許可届出使用者の記帳 -

2-2 密封されていない放射性同位元素等に蘭する帳簿

(i) 密封されていない放射性同位元素等に関する帳井の通則

1. 密封されていない放射性同位元素及び汚放物に関する帳簿であることを明

示する｡

2. 放射性同位元素の種類は､必要に応じて､物理的状態､製品名その他の放射

性同位元素を特定するための情報を記帳する｡

(2) 密封されていない放射性同位元素の管理の嶋津

3. この帳簿では､密封されていない放射性同位元素の受入れ､製造又は貯蔵施

設-の入質といった保管を開始する行為から､保管を経て､払出し又は貯蔵

施設からの出庫といった保管を終了する行為まで及びこれらに付随して行

う運搬について､核種ごとに､一体として把握できるように記帳する (参考

4参照)｡なお､運搬については39-43に従って記帳する｡

i 密封されていない放射性同位元素の受入れ又は払出し (第1号ィ､口)

4. 工場若しくは事業所-の受入れ､工場若しくは事業所における製造又は工場

若しくは事業所からの払出しについて記帳する｡

5. 受入れ又は払出しの記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日並

びに相手方の氏名又は名称である｡

6. 相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

7. 密封されていない放射性同位元素を製造したときは､当該放射性同位元素の

種類及び数量並びに製造の年月日について記帳する｡

8. 工場又は事業所において放射線障害防止法以外の法律で規制されていた物

を放射線障害防止法の規制を受ける放射性同位元素として管理し始めると

きは､受入れとして記帳し､相手方の氏名又は名称は､自らの氏名又は名称

を記帳するとともに､他汝令で規制されていた旨を記帳する｡この逆の場合

は､払出しとして記帳する｡

9. 管理下にない放射性同位元素を発見し､管理下に入れたものの記帳をする場

合､受入れとして記帳し､相手方の氏名又は名称は不明とし､発見した場所

についても記帳する｡なお､当然に管理下にない放射性同位元素を発見した

時には､速やかに文部科学省に連絡する｡

ii 密封されていない放射性同位元素の保管 (第1号 ト､チ､リ)

10.保管の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､期間､方法､場所並び

に従事する者の氏名である｡

11｡貯蔵施設からの出庫又は貯蔵施設-の入庫を行ったときは､出庫又は入庫し

た放射性同位元素の種類及び数量､年月日並びに従事する者の氏名について

8
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記帳する｡必要に応じて､時刻も記帳する.

12.保管の期間は､保管を開始した年月日 (受入れ､製造又は入庫を行った年月

日｡繰り越された放射性同位元素についてはその年の4月1日)及び保管を

終了した年月日(払出し若しくは出産を行った年月日又は繰り越す放射性同

位元素については帳簿を閉じた年月日)とする｡

13.保管を開始するときは､許可された貯蔵能力の範囲内であることを確認する｡

14.帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は､帳韓を閉じた年月日を記帳す

るとともに､繰越しした旨を記帳し､次の帳簿に繰り越す数量を記帳する｡

15.保管に従事する者の氏名は､保管期間中における放射性同位元素の管理並び

に入庫 (輸送容券からの放射性同位元素の取出しを含む｡)及び出庫 (輸送

容器への放射性同位元素の収納を含む｡)に従事する者の氏名を記帳する｡

16.放射性同位元素の数量の変更 (減衰補正)をするときは､減衰補正計算をし

て数量の変更を行った日に保管に係る記帳を行 う0

17.放射性同位元素の数量の変更 (減衰補正)､は､必ず行 う必要はなく､必要に

応じて行う｡

18.16の記帳項目は､放射性同位元素の種類､数畳の変更によって減少した数量､

滅衰補正計算後の保管している放射性同位元素の数量及び数量を変更した

年月日とする｡

(3) 密封曹れぞいない放射性同位元素の使用の帳簿 (第1号ハ､ホ､へ)

19.この帳簿では､密封されていない放射性同位元素の使用について､核種ごと

に､一体として把握できるように記帳する (参考5参照).

20.使用の記帳は､通常の使用のほか､放射性同位元素の製造 (密封されていな

い放射性同位元素から密封された放射性同位元素を製造する場合を含む｡)

についても記帳する｡

21.使用の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日､目的､方法､

場所並びに従事する者の氏名である｡

22.放射性同位元素の数量は､貯蔵施設から出庫した数量をもとに記帳する｡複

数日連続して使用した場合は､各日の使用数畳が把捉できるように記帳するO

この場合において､各日の使用数量は､必要に応じて数量の変更 (減衰補正)

をしてもよい｡

23.複数日連続して使用した場合には､使用の年月日は､使用を開始した年月日

及び使用を終了した年月日を記帳する｡

24.使用の目的及び方牡は､実際の使用状況が許可又は届出の内容の範囲内であ

ることを第三者も確認できるよう､実態について僑潔に記帳する｡

25.1日､3ケ月､1年ごとに､各々の期間中に使用した数量が､許可の内容の

範囲内であることを帳縛を用いて確認する｡

26.25の3月間使用数量及び年間使用数量は､当該期間内に使用した正味の数量

で計算をする｡例えば､使用に伴い放射性同位元素の在庫が減少しない場合

については､1日最大使用数量を合計して3月間使用数量や年間使用数量を

9
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求めることはしない｡

(4) 密封されていない放射性同位元薫等の廃棄の帳簿 (第l号ル､ヲ､ワ)

27.この帳簿では､密封されていない放射性同位元素及び汚染物の廃棄並びにこ

れらに付随して行 う運搬について､一体として把握できるように記帳する｡

なお､運搬については39-43に従って記帳する｡

28.廃棄の記帳は､保管廃棄､焼却､固型化及び保管廃棄した廃棄物の許可廃棄

業者-の引渡しについては必ず記帳し､必要に応じて､排気及び排水につい

ても記帳する｡なお､排気及び排水については､当然に､施行規則第 20条

の測定の記録を行う｡

29.廃棄の記帳は､廃棄に係る放射性同位元素及び汚染物を収納する容器ごとに

帳票を作成する (参考6参照)｡また､必要に応じて､使用の都度､使用の

帳簿における放射性同位元素の数量の記帳と関連づけて､廃棄した放射性同

位元素の種類及び数量並びに汚染物の種類及び数量を記帳する｡

30.廃棄の記帳項目は､放射性同位元素 (汚染物に含まれている放射性同位元素

を含む｡)の種填及び数量､汚染物の種類及び数量､年月日､方法､場所並

びに従事する者の氏名である｡

31.廃棄に係る放射性同位元素の数量は､その算定方位についてあらかじめ設定

し､帳簿に記載する｡

32.汚染物の種類は､原則として､可燃物､難燃物､不燃物､有機液体､動物､

フィルター等の許可廃棄業者が示す廃棄物の分類を記帳し､それができない

場合は､記帳者が設定する分類を記帳する｡

33.汚染物の数量は､汚放物を収納する容器の容積を記帳する｡

34.廃棄に係る放射性同位元素の数量の変更 (演義補正)は､必ず行う必要はな

く､必要に応じて行う｡

35.34の記帳項目は､放射性同位元素の種類ごとに､数量の変更によって減少し

た数量及び数量の変更を行った年月日を記帳し､その旨を備考として記帳す

る｡また､減衰補正計算後の保管廃棄している放射性同位元素の数畳につい

ても併せて記帳する｡

36.焼却を行う場合は､廃棄の年月日は焼却した年月日を記帳し､廃棄の方汝は

焼却した旨を記帳する｡また､廃棄の方汝として､焼却炉の種類及び型式､

助燃剤の種類､廃液の成分､性状及び容積､廃液中の放射性同位元素の濃度､

並びに残液の処理方法及び畳を記帳することが望ましい｡

37.保管廃棄を行う場合は､廃棄の方法として､汚熟物を収納する容器の種類及

び管理番号についても記帳する｡

38.帳簿閉鎖時においてなお保管廃棄している場合は､保管廃棄の横束の内容を

すべて複写した帳票を次年度に使用する｡
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ー 2 許可届出使用者の記帳 -

(5) 密封されていない放射性同位元来等のエ埴又は事業所の外にお縛る運搬 (第

1号ヌ)

39.運搬の記帳項目は､年月日､方法､荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である｡

40.記帳者が道政を萎託していない場合は､連搬の記帳を行 う必要はない0

41｡運搬の方法は､輸送物の区分 (L｡A｡王iM ･BU｡IP-1.IP-2｡

IP-3)及び運搬手段について記帳する｡

42.荷受人又は荷送人の氏名又は名称は､受入れに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を､払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する｡

43.運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は､記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を､運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名又は名称を記帳する｡

(6) 密封されていない放射性同位元素等の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿

44･帳簿閉鎖時は､在庫を確認し､保管の帳簿と一致することを確認する0

45｡帳簿閉鎖後､帳簿を集計し､総括帳票を作成する｡

46.総括帳票は､放射性同位元素については､放射性同位元素の種類ごとに､放

射性同位元素の種類､期首在庫､受入等数量､払出等数量及び期末在庫を､

汚染物については､汚艶物の種類ごとに､帳簿を閉鎖した時の汚染物の数量

を記帳する (参考7参照)0

47.総括帳票の放射性同位元素の期首在庫は帳簿を開いた時の保管数量を､放射

性同位元素の期末在庫は帳簿を閉じた時の保管数量を記帳する｡

48.総括帳票の放射性同位元素の受入等数量は､帳簿を集計し､当該年度に受け

入れた数量及び製造した数量の合計を記帳する｡

49.総括帳票の放射性同位元素の払出等数量は､帳簿を集計し､当該年度に払い

出した数量､使用した数量及び数量の変更 (減衰補正)により滅少した数量

の合計を記帳する｡

50.汚染物の数量は､帳簿を集計し､保管廃棄設備に保管廃棄している汚汲物を

収納する容器の容積を記帳した上で容器の個数を記帳し､フィルター等につ

いては容積を記帳する｡

51.総括帳票を作成後､放射性同位元素の種類ごとに､期首在庫及び受入等数量

の和から払出等数量を差し引いた数量が期末在庫と一致することを確認す

る｡ただし､一度使用した放射性同位元素を再度使用することがある工場又

は事業所においては一致はしないので､一致しない原因について 11の入庫

及び出庫の記録を見て確認する｡

52.51の確認後に､総括帳票の数字を用いて､放射線管理状況報告書を作成する｡

53.次年度当初には､新たな帳簿を作成する｡
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- 2 許可届出使用者の記帳 -

2-3 放射線発生装置に関する帳簿 (第1号二.ホ､へ)

1. 放射線発生装置一一台ごとに記帳する.

2･ 放射線発生装置の使用の記帳項目は､種類､年月日､目的､方法､場所及び

従事する者の氏名である｡

3: 放射線発生装置の種類は､放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律施行令 (昭和三十五年政令第二百五十九号)第2条の装置名及びその

性能を記帳する｡

4･ 使用の年月日は､必要に応じて､時刻も記帳する｡また､複数日連続して使

用した場合は､使用を開始した年月日及び使用を終了した年月日を記帳する｡

5･ 使用の目的及び方法は､実際の使用状況が許可の内容の範囲内であることを

第三者も確認できるよう､実態について簡潔に記帳するOまた､最大使用時

間又は最大使用線量が定められている場合は､使用を開始した時刻及び使用

を終了した時刻若しくは使用時間又は線量についても記帳する｡時刻につい

ては､4で記帳している場合はこの限りでない｡

2-埠 放射線施設の点検に関する蟻薄 く第1号ヨ)

1. 放射線障害予防規程で定めた点検について記帳する｡

2. 放射線確設の点検の記帳項目は､実施年月日､点検の結果､措置の内容及び

点検を行った者の氏名であるC

3. 点検の結果は､各々の放射線施設の状況について記帳する.

4. 措置の内容は､措置を開始した年月日及び完了した年月日についても記帳す

る｡

2-5 教育及び別棟に湘する帳簿 (第1号タ)

1. 教育及び訓練の記帳項目は､実施年月日､項目並びに教育及び訓練を受けた

者の氏名である｡

2. 教育及び訓練の項目は､施行規則第 21条の2第1項第4号の項目 (放射線

の人体に与える影響､放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い､

放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する駄令､

放射線障害予防規程)を記帳し､時間数についても記帳する｡

3. 施行規則第 21条の2第2項の規定により項目の省略を行った場合は､省略

した項目ごとにその理由を記帳する｡

12



- 2 許可届出使用者の記帳 -

2-6 第 22集の3第1項の規定により管理区域管ないもやとみなされる区域に蕊

もAつた着に粥する帳簿 (第1号レ)

1. 施行規則第 22条の3第1項の規定により管理区域でないものとみなされる

区域に立ち入った者の氏名を記帳する｡
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3 届出販売業者及び届出耳黛業者の記帳

議-1 密封された放射性同位元素に関する鴇薄

日 ) 密封された放射性同位元素に附する帳簿の通則

1. 密封された放射性同位元素に関する帳静であることを明示する0

2. 放射性同位元素の種類は､必要に応じて､番号､型式､ホルダー番号､製造

著名その他の夢射性同位元素を特定するための情報を記帳する｡また､放射

性同位元素装備稜器に放射性同位元素が装備されている場合にあっては､当

該機器の種類を記帳する｡さらに､当該機器の型式､性能､製造番号その他

の稜器を特定するための情報についても記帳することが望ましい｡

3. 放射性同位元素の数量は､届け出た放射能と個数を用いて記帳する｡

4. 放射性同位元素装備極暑に一組又は一式として複数の放射性同位元素が装

備されている場合にあっては､放射性同位元素の種類及び数量は当隊機器ご

とにまとめて記帳してもよい｡

(2) 密封された放射性同位元素の管理の帳簿

5. この帳簿では､譲受け (輸入､購入､販売した放射性同位元素の引取り等)､

回収 (貸貸した放射性同位元素の回収であり､販売した放射性同位元素の引

取りのことではない｡)､貸借といった管理を開始する行為から､保管の垂託

を経て､販売､その他譲渡し (輸出､購入した放射性同位元素の購入元-の

引渡し等)､返還 (賃借した放射性同位元素の返還であり､購入した放射性

同位元素の購入元-の引渡しのことではない｡)､賃貸､廃棄の委託といった

管理を終了する行為まで及びこれらに付随して行う運搬について､一体とし

て把握できるように記帳する (参考8参照)｡なお､運搬については 17-21

に従って記帳する｡

i 密封された放射性同位元素の譲受け･回収 9賃借又は販売 bその他譲渡し.返

還 ･賃貸 (第2号ィ､口)

6. 販売所若しくは賃貸事業所-の譲受け､回収若しくは貸借又は販売所若しく

は賃貸事業所からの販売､その他譲渡し､返選若しくは賃貸について記帳す

る0

7｡ 譲受け､回収著しく捻賃借又は販売､その他譲渡し､返還若しくは賃貸の記

帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日並びに相手方の氏名又は

名称である｡

8･ 譲受け､回収又は賃借を年 うごとに､5のような記帳が行える帳票を作成す

る0

9. 販売は､その他譲渡しとは区別して記帳する｡

10.回収及び貸借は譲受けとして､返還はその他譲渡しとしてまとめて記帳して
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- 3 届出販売業者及び届出賃貸業者の記帳 -

もよい｡

11.譲受け､回収又は賃借を行った年月日は､当該行為を行った年度の帳韓だけ

でなく､販売､その他譲渡し､返還又は賃貸といった管理を終了する行為を

行うまでの間､継続して記帳しておく｡

12,相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所ヌは賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応 じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

ji 密封された放射性同位元素の保管の委託 (第2号二､ホ)

13.保管の委託の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､委託の年月日､

期間並びに委託先の氏名又は名称である｡

14.保管の委託の年月日及び期間は､保管を委託した年月日及び保管の委託を終

了した年月日を記帳する｡

15.帳簿閉鎖時においてなお保管を委託している場合は､保管を終了した年月日

の欄に帳縛を閉じた年月日を記帳するとともに､繰越しした旨を記帳する｡

iii 密封された放射性同位元素の廃棄の委託 (第2号へ､ 卜)

16.廃棄の委託の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日並びに蕃

託先の氏名又は名称である｡

(3) 卓封された放射性同位元素の運搬 (第2号ハ)

17.嘩搬の記帳項目は､年月日､方法､荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である｡

18･記帳者が運搬を委託していない場合は､運搬の記帳を行う必要はない｡

19.運搬の方法は､輸送物の区分 (L｡A｡BM ｡BU｡王P-1･IP-2｡
ⅠP-3)及び運搬手段について記帳する.

20.荷受人又は荷送人の氏名又は名称は､譲受け､回収又は賃借に付随して行う

運搬の場合には荷送人の氏名又は名称を､譲渡し､返還､賃貸又は廃棄に付

随して行う運搬の場合には荷受人の氏名又は名称を記帳するC

21.運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は､記帳者が

自ら連搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を､運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名又は名称を記帳する｡

(4) 密封された放射性同位元素の賃貸 (第2号ィ､口)【届出賃貸業者】

22.この帳簿やは､(2)の管理の帳縛に加え､放射性同位元素の賃貸と当該放

射性同位元素の回収の状況を小体として把握できるように記帳する (参考9

参照)｡

23.放射性同位元素の賃貸の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月

日並びに相手方の氏名又は名称である｡

24.賃貸の年月日は､放射性同位元素を貸貸した年月日(賃貸を開始した年月日)
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及び回収した年月日 (賃貸を終了した年月日)を記帳する｡

25.帳簿閉鎖時においてなお賃貸している場合は､回収した年月日の欄に帳簿を

閉じた年月日を記帳するとともに､繰越しした胃を記帳する｡

26.賃貸した年月日は､当該行為を行った年度の帳静だけでなく､回収するまで

の問､継続して記帳しておく｡

27.相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

(5) 密封された放射性同位元素の帳簿間組時の記帳と次年度の鴨井

【届出販売業者】
28.帳簿閉鎖後､帳簿を集計し､総括帳票を作成する｡

29.総括帳票は､密封された放射性同位元素の層類及び数量ごとに､放射性同位

元素の種類及び数量､期首における保管委託個数､譲り受けた個数､販売個

数､その他譲り渡した個数及び期末における保管委託個数を記帳する (参考

10参照)0

30.総括帳票の期首における保管委託個数は帳簿を開いた時の保管委託個数を､

期末における保管委託個数は帳簿を閉鎖したときの保管委託個数を記帳す

る｡

31一総括帳票の譲り受けた個数は､帳辞を集計し､当該年度に譲り受けた個数､

回収した個数及び貸借した個数の合計を記帳する｡

32.総括帳票の販売個数は､帳縛を集計し､当該年度に販売した個数を記帳する｡

33.総括帳票のその他譲り渡した個数は､帳簿を集計し､当該年度に譲り渡した

個数 (販売個数を除く｡)､返還した個数及び当該年度に貸賃した個数の合計

を記帳する｡

34.総括帳票を作成後､各々の密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに､

30の期首における保管委託個数及び31の譲り受けた個数の和から32の販売

個数及び33のその他譲り渡した個数の和を差し引いた個数が30の期末にお

ける保管委託個数と-致することを確認する.

35.34の確認後に､総括帳票の数字を用いて､放射線管理状況報告書を作成する占

36.次年度当初には､新たな帳簿を作成する｡

(6) 専封された放射性同位元素の帳簿閉鎖時の記蛾と次年度の帳簿

【届出賃貸業者】
37.帳簿閉鎖後､帳簿を集計し､総括帳票を作成する.

38,総括帳票は､密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに､放射性同位

元素の種類及び数量､期首における保管委託個数､譲り受けた個数､賃貸個

数､譲り渡した個数並びに期末における保管委託個数を記帳する (参考 日

参照)｡

39.総括帳票の期首における保管委託個数は帳簿を開いた時の保管委託個数を､
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- 3 届出版売業者及び届出貸貸業者の記帳 一

期末における保管委託個数は帳簿を閉鎖したときの保管委託個数を記帳す

る｡

40.総括帳票の譲り受けた個数は､帳簿を集計し､当該年度に譲り受けた個数､

回収した個数及び賃借した個数の合計を記帳する｡

41.総括帳票の賃貸個数は､帳簿を集計し､当該年度に賃貸した個数 (当該年度

に賃貸を開始した個数)及び帳縛閉鎖時に現に賃貸している個数を記帳する｡

42.総括帳票の譲り渡した個数は､帳簿を集計し､当該年度に譲り渡した個数(顔

売個数を含む.)及び返還した個数の合計を記帳する0

43.総括帳票を作成後､各々の密封された放射性同位元素の種類及び数量ごとに､

39の期首における保管委託個数及び40の譲り受けた個数の和から41の当該

年度に賃貸した個数及び42の譲り渡した個数の和を差し引いた個数が39の

期末における保管委託個数と-致することを確認する｡

44.43の確詮後に､総括帳票の数字を用いて､放射線管理状況報告書を作成する0

45.次年度当初には､新たな帳静を作成する｡

3-空 車封されていない放射性同位元素等に関する帳簿 【届出販売業者】

(1) 密封されでいない放射性同位元素等に関する帳簿の通則

1. 密封されていない放射性同位元素及び汚放物に関する帳簿であることを明

示する｡

2. 放射性同位元素の種類は､必要に応じて､物理的状態､製品名その他の放射

性同位元素を特定するための情報を記帳する｡

(2) 密封されていない放射性同位元素等の管理の帳簿

3. この帳簿では､譲受け (購入､輸入､販売した放射性同位元素の引取り等)

その他管理を開始する行為から､保管の委託を経て､販売､その他譲渡し(袷

出､購入した放射性同位元素の購入元-の引渡し等)､廃棄の委託その他管

理を終了する行為まで及びこれらに付随して行う運搬について､放射性同位

元素の種類ごとに､一体として把握できるように記帳する (参考 12参照)｡

なお､運搬については12-16に従って記帳する｡

i 密封されていない放射性同位元素の譲受け又は販売･その他譲渡し(第2号ィ､

ロ)

4. 販売所への譲受け又は販売所からの販売若しくはその他譲渡しについて記

帳する｡

5. 譲受け又は販売若しくはその他譲渡しの記帳項目は､放射性同位元素の種葡

及び数量､年月日並びに相手方の氏名又は名称である｡

6, 販売は､その他譲渡しとは区別して記帳する｡
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7･ 相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

ii 密封されていない放射性同位元素の保管の委託 (第2号こ,棉)

8. 保管の委託の記帳項目は､放射性同位元素の趣頼及び数量､委託の年月日､

期間並びに委託先の氏名又は名称である｡

9. 保管の委託の年月日及び期間は､保管を委託した年月日及び保管の委託を終

了した年月日を記帳する｡

10.帳簿閉鎖時においてなお保管を委託している場合は､帳簿を閉じた年月日を

記帳すると･ともに､繰越しした旨を記帳し､次の帳手劉こ繰り越す数量を記帳

する｡

iii 密封されていない放射性同位元素等の廃棄の委託 (第2号へ､ ト)

11.廃棄の委託の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､汚染物の種類及

び数量､年月日並びに委託先の氏名又は名称である｡

(る) 一密封されていない放射性同位元素等の運搬 (第2号ハ)

12.運搬の記帳項目は､年月日､方払､荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運

搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称である｡

13.記帳者が運搬を委託していない場合は､運搬の記帳を行う必要はない｡

14.運搬の方牡は､輸送物の区分 (L｡A･BM｡BU｡iP-1｡IP-2｡

王P-3)及び達搬手段について記帳する｡

15｡荷受人又は荷送人の氏名又は名称は､譲受けに付随して行う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を､譲渡し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する｡

16.運搬に従事する者の氏名ヌは連搬の委託先の氏名若しくは名称は､記帳者が

自ら達搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を､運搬を委託する場合は運

搬の委託先の氏名又は名称を記帳する｡

(4) 津封されていない放射性同位元素の帳簿閉鎖時の記帳と次年度の帳簿

17,帳簿閉鎖後､帳簿を集計し､総括帳票を作成する｡

18.総括帳票は､放射性同位元素の種類ごとに､放射性同位元素の種類､期首に

おける保管委託数量､譲り受けた数量､販売数量､その他誤り渡した数量及

び期末における保管委託数量を記帳する (参考 13参照).

19.総括帳票の期首における保管委託数量は帳薄を開いた時の保管垂託数量を､

期末における保管委託数量は帳静を閉鎖した時の保管委託数量を記帳する｡

20.総括帳票の譲り受けた数量は､帳簿を集計し､当該年度に譲り受けた数量を

記帳する｡

21.総括帳票の販売数量は､帳簿を集計し､当該年度に販売した数量を記帳する｡
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- 3 届出販売業者及び届出賃貸業者の記帳 -

22･総括帳票のその他譲り渡した数量は､帳簿を集計し､当該年度に譲り渡した

数量 (販売数量を除く｡)を記帳する｡

23･総括帳票を作成後､放射性同位元素の種類ごとに､期首における保管委託数

量及び譲り受けた数量の和から販売数量及びその他譲り渡した数量の和を

差し引いた数量が期末における保管委託数量と一致することを確認する｡

24･23の確認後に､総括帳票の数字を用いて､放射線管理状況報告書を作成する｡

25,次年度当初には､新たな帳簿を作成する｡
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塾 許可廃棄業者の記帳

4-1 放射性同位元素等に関する帳簿

(巧) 放射性同位元素等に関する帳簿の通則

1, 放射性同位元素及び汚放物に関する帳簿であることを明示する｡

2. 放射性同位元素の数量は､その算定方法についてあらかじめ設定し､帳簿に

記載する｡

3. 放射性同位元素の数量は､どうしても算出することができない場合は､不明

と記帳する｡

4. 汚姓物の種類は､可燃物､難燃物､不燃物､有機液体､動物､フィルター等

の廃棄物の分類を記帳する｡

5. 汚染物の数量は､汚染物を収納する容器の容積及びその個数を用いて記帳す

る｡容器で管理を行わない場合は､容積を用いて記帳する｡

(2) 放射性同位元素等の管理の帳簿 (容器己との管理ができる場合)

6. この帳簿では､容器ごとの管理ができる場合には､受入れ又は詰替え､滅容

その他の廃棄処理後といった保管を開始する行為から､払出し､さらなる詰

替え又は廃棄といった保管を終了する行為まで並びにこれらに付随して行

う運搬について､放射性同位元素及び汚艶物を収納している容器ごとに､一

体として把握できるように記帳する(参考 14参照)｡なお､運搬については､

34-38に従って記帳する｡

l 放射性同位元素等の受入れ又は払出し (第3号ィ､tj)

7. 廃棄事業所-の受入れ若しくは詰替えその他の保管を開始する行為又は廃

棄事業所からの払出しについて記帳する｡

8. 受入れ又は払出しの記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､汚泳物の

種類及び数量､年月日並びに相手方の氏名又は名称であるC

9. 受入れ又は詰替えその他の保管を開始する行為を行うごとに､6のような記

帳が行える帳票を作成する｡

10.詰替えその他の保管を開始する行為を行ったときは､当該放射性同位元素の

種類及び数量､汚染物の種類及び数量並びに年月日について記帳する.

11.受入れ又は詰替えその他の保管を開始する行為を行った年月日は､当該行為

を行った年度の帳簿だけでなく､払出し､さらなる詰替え又は廃棄といった､

この帳票で管理する容簾による保管を終了する行為を行うまでの間､継続し

て記帳しておく｡

12.相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡
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- 4 許可廃棄業者の記帳 -

ii 放射性同位元素等の保管 (第3号八､二､ホ)

13.保管の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､汚染物の種類及び数量､

期間､方法､場所並びに従事する者の氏名である｡

14.保管の期間は､廃棄物貯蔵施設において､保管を開始した年月日 (繰り越さ

れた放射性同位元素及び汚汲物についてはその年の4月1日)及び保管を終

了した年月日(繰り越す放射性同位元素及び汚敷物については帳簿を閉じた

年月日)を記帳する｡

15.帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は､保管を終了した年月日の欄に

帳簿を閉じた年月日を記帳するとともに､繰越しした旨を記帳する｡

16.保管の方綾として､汚染物を収納する容器の種績及び管理番号についても記

帳する｡

17｡保管に従事する者の氏名は､保管期間中における放射性同位元素及び汚艶物

の管理並びに入庫 (輸送容器からの放射性同位元素及び汚染物の取出しを含

む｡)及び出庫 (輸送容券-の放射性同位元素及び汚染物の収納を含む｡)に

従事する者の氏名を記帳する｡

18.放射性同位元素の数量の変更 (減衰補正)は､必ず行う必要はなく､必要に

応じて行う｡

19.18の記帳項目は､放射性同位元素の種類ごとに､数量の変更によって減少し

た数量及び減衰補正計算を行い数量の変更を行った年月日を記帳し､その旨

を備考として記帳する｡また､減衰補正計算後の放射性同位元素の数量につ

いても併せて記帳する｡

iii 放射性同位元素等の廃棄 (第3号 ト)

20.廃棄 (詰替え､滅容その他の廃棄処理を含む)の記帳項目は､放射性同位元

素の種類及び数量､汚鞄物の種類及び数量､年月日､方陰､場所並びに従事

する者の氏名であるC

21.保管廃棄を行う場合は､廃棄の年月日は､保管廃棄した年月日 (繰り越され

たものについてはその年の4月1日)のほか､保管廃棄を終了した年月日(払

出しを行った年月日又は帳簿を閉じた年月日)についても記帳する｡また､

廃棄の方法として､汚染物を収納する容器の種類及び管理番号についても記

帳する｡

22.帳簿閉鎖時においてなお保管廃棄している場合は､帳簿を閉じた年月日を記

帳するとともに､繰越しした旨を記帳し､次の梶棒に繰り越す数量を記帳す

る｡

(3) 放射性同位元素等の管理の帳簿 (啓等己との管理ができない場合)

23.この帳簿では､容器ごとの管理ができない場合には､受入れ又壮減容その他

の廃棄処理後といった保管を開始する行為から､払出し若しくは廃棄といっ

た保管を終了する行為又は容器-の収納まで並びにこれらに付随して行 う
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運搬について､一体として把掠できるように記帳する(参考15参照)Oなお､

運搬については､34-38に従って記帳する｡

i 放射性同位元素等の受入れ又は払出し (第3号ィ､ロ)

24.廃棄事業所-の受入れその他保管を開始する行為又は廃棄事業所からの払

出しについて記帳する｡

25.受入れ又は払出しの記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､汚鞄物の

種類及び数量､年月日並びに相手方の氏名又は名称である｡

26.減容その他の廃棄処理後に保管を開始するときは､放射性同位元素の種類及

び数量､汚染物の種類及び数量並びに年月日について記帳する｡

27.相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

ii 放射性同位元素等の保管 (第3号ハ､こ､ホ)

28.保管の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､汚染物の種類及び数量､

期間､方法､場所並びに従事する者の氏名である｡

29.保管の期間は､保管を開始した年月日 (繰り越された放射性同位元素及び汚

鞄物についてはその年の4月1日)及び保管を終了した年月日 (払出し､廃

棄若しくは廃棄処理をした年月日又は繰 り越す放射性同位元素及び汚艶物

については帳静を閉じた年月日)を記帳する｡

30.帳簿閉鎖時においてなお保管している場合は､繰越しした旨を記帳し､次年

度に繰り越す数量を記帳する｡

31.保管に従事する者の氏名は､保管期間中における放射性同位元素及び汚艶物

の管理並びに入庫 (輸送容器からの放射性同位元素及び汚数物の取出しを含

む｡)及び出庫 (輸送容器-の放射性同位元素及び汚典物の収納を含む｡)に

従事する者の氏名を記帳する｡

32.放射性同位元素の数量の変更 (減衰補正)は､必ず行う必要はなく､必要に

応じて行う｡また､その記帳は､19のとおりに行う｡

iii 放射性岡垣元素等の廃棄 (第3号 ト)

33.廃棄 (液容その他の廃棄処理を含む)の記帳項目は､放射性同位元素の種類

及び数量､汚染物の種類及び数量､年月日､方法､場所並びに従事する者の

氏名である｡

(魂) 放射性同位元素等の廃棄事業所の外にお狩る運搬 (第3号へ)

34.運搬の記帳項目は､年月日､方睦及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並び

に運搬に従事する者の氏名又は蓮穀の委託先の氏名若しくは名称である｡

35.記帳者が運搬を委託していない場合は､運搬の記帳を行う必要はない｡

36.運搬の方陰は､輸送物の区分 (L｡AABM｡BU｡IP-1｡IP-2｡
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- 4 許可廃棄業者の記纏 -

1P-3)及び運搬手段について記帳する｡

37.荷受人又は荷送人の氏名又は名称は､受入れに付随して行 う運搬の場合には

荷送人の氏名又は名称を､払出し又は廃棄に付随して行う運搬の場合には荷

受人の氏名又は名称を記帳する｡

38.う軍搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称は､記帳者が

自ら運搬を行う場合は運搬に従事する者の氏名を､運搬を憂託する場合は運

搬の委託先の氏名又は名称を記帳する｡

(5) 放射性同位元素等の帳簿閉鎖時の記蛾と次年度の帳簿

39.帳簿閉鎖時は､在席を確認し､保管及び保管廃棄の帳簿と一致することを確

認する｡

40.帳簿閉鎖後､ 帳簿を集計し､総括帳票を作成する｡

41.総括帳票は､汚染物の数量を汚染物の種類ごとに記帳する (参考 16参照)0

42.総括帳票の受入数曇は､帳静を集計し､当該年度に受け入れた数量を記帳す

る｡

43.総括帳票の払出数量は､帳簿を集計し､当該年度に払い出した数量を記帳す

る｡

44.総括帳票の保管数量は､帳簿を集計し､帳静を閉鎖した時に廃棄物貯蔵施設

に保管している数量及び保管廃棄設備に保管廃棄している数量を記帳する｡

45.総括帳票の数字を用いて､放射線管理状況報告書を作成する｡

46.次年度当初には､新たな帳簿を作成する｡

4-乏 放射様施姓の点検!こ朗する帳簿 (第3号 ト)

1. 放射線障害予防規程で定めた点検について記帳する｡

2. 放射線施設の点検の記帳項目は､実施年月日､点検の結果､措置の内容及び

点検を行った者の氏名を記帳する｡

3. 点検の結果は､各々の放射線施設の状況について記帳する｡

4. 措置の内容は､措置を開始した年月日及び完了した年月日についても記帳す

る｡

4-豊 教育及び銅線に関する根津 (第3号 卜)

1. 教育及び訓練の記帳項目は､実施年月日､項目並びに教育及び訓練を受けた

者の氏名を記帳する｡

2. 教育及び訓練の項目は､施行魂則第 21条の2第1項第4号の項目 (放射線
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の人体に与える影響､放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い､

放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する払令､

放射線障害予防規程)を記帳し､時間数についても記帳する｡

3. 施行規則第 21条の2第2項の規定により項目の省略を行った場合は､省略

した項目ごとにその理由を記帳する｡
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5 廃止措置中の記帳

5-1 密封され免放射性同位元素に餌する帳簿

日 ) 密封され免放射性同位元素に恥する帳簿の通則

1. 密封された放射性同位元素に関する帳簿であることを明示する｡

2. 放射性同位元素の種類は､必要に応じて､番号､型式､ホルダー番号､製造

者名その他の放射性同位元素を特定するための情報を記帳する0

3.放射性同位元素の数量は､許可された又は届け出た放射能と個数を用いて記

帳する｡

4. 必要に応じて､運搬も廃止前の例にならい記帳する｡

5. (2)及び (3)の帳簿を施行規則第 26条第3項の廃止措置報告書に添付

する｡

(2) 密封され免放射性同位元素の議連し｡返還｡廃棄の帳簿 (第7号ィ､口､ハ)

6. この帳簿では､密封された放射性同位元素の譲渡し､返還及び廃棄について

記帳する｡

7, この帳簿は､廃止日等に閉鎖した管理の帳簿を繰り越 した新たな帳韓を用い

ることにより記帳する｡

8. 譲渡し及び返還の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日並び

に相手方の氏名又は名称である0

9. 相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

10.廃棄の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日､方洛並びに場

所である｡また､廃棄に従事する者の氏名についても記帳することが望まし

い｡
11.保管廃棄をした後に許可廃棄業者-廃棄を委託する場合､まず密封されてい

ない放射性同位元素の廃棄の記帳として保管廃棄をした旨の記帳を行った

上で､その後､5-3の汚典物としての記帳を行 う｡

(3) 牽封され兜放射性同位元素に係る廃止措置完了時の記帳

12.廃止措置完了時は､在庫を確認し､(2)の帳簿と一致することを砲認する.

13.12の確認後､帳簿を集計し､総括帳票を作成する0

14.総括帳票は､放射性同位元素の種類及び数量ごとに､放射性同位元素の種壊

及び数量､譲り渡した個数及び返還した個数を記帳する｡また､廃止日等に

おける所有個数についても記帳することが望ましい (参考 17参照)0

15.廃止日等における所有個数は､廃止日等に閉鎖した時の総括帳票の期末在庫

及び廃止日等において貸し出している個数を記帳する｡
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16,確実にすべての放射性同位元素を譲り渡し､又は返還したかを確認する｡

5-2 密封されていない放射性同位元糞に関する帳簿

(1) 蕃封されていない放射性同位元素に聞する帳簿の通則

1. 密封されていない放射性同位元素に関する帳簿であることを明示する｡

2. 放射性同位元素の種類は､必要に応じて､物理的状態､製品名その他の放射

性同位元素を特定するための情報を記帳する｡

3. 必要に応じて､運搬も廃止前の例にならい記帳する｡

4. (2)及び (3)の帳簿を施行畢則第 26粂第3項の廃止措置報告書に添付

する.

(2) 密封されていない放射性同位元素の諸藩し･廃棄の帳簿 (第7号ィ､ロ､ハ)

5. この帳薄では､放射性同位元素の譲渡し及び廃棄について記帳する0

6. この帳簿は､廃止日等に閉鎖した管理の帳簿及び廃寮の帳簿を繰り越した新

たな帳簿を用いることにより記帳する｡

7. 譲渡しの記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日並びに相手方

の氏名又は名称である｡

8. 相手方の氏名又は名称は､工場若しくは事業所､廃棄事業所､販売所又は賃

貸事業所の名称まで記帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号につ

いても記帳する｡

9. 廃棄の記帳は､保管廃棄､焼却､固型化及び保管廃棄した廃棄物の許可廃棄

業者-の引渡しについては必ず記帳し､必要に応じて､排気及び排水につい

ても記帳する｡なお､排気及び排水については､施行規則第 20条の測定の

記録を行う｡

10.廃案の記帳項目は､放射性同位元素の種類及び数量､年月日､方法並びに場

所である｡また､廃棄に従事する者の氏名についても記帳することが望まし

い｡
11.保管廃棄をした後に許可廃棄業者-廃棄を委託する場合､まず密封されてい

ない放射性同位元素の廃棄の記帳として保管廃棄をした旨の記帳を行った

上で､その後､5-3の汚染物としての記帳を行 う｡

(3) 専封されていない放射性同位元素に休る廃止柑置完了時の記帳

12.廃止措置完了時は､在庫を確認し､(2)の帳簿と一致することを確認する｡

13.12の確認後､帳静を集計し､総括帳票を作成する｡

14.総括帳票は､放射性同位元素の種類ごとに､放射性同位元素の種類､譲り渡

した数量及び廃棄した数量を記帳する｡また､廃止日等における所有数畳に

ついても記帳することが望ましい (参考 18参照)0
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15.廃止日等における所有数畳は､廃止日等に閉鎖した時の総括帳票の期末在庫

を記帳する.

16.確実にすべての放射性同位元素を譲り渡し､又は廃棄したかを確認する｡

5-3 放射性同位元素によって汚染され和郎=関する帳簿

(1) 放射性同位元素によって汚染された物に関する帳簿の通則

1. 汚染物に関する帳簿であることを明示する｡

2. 汚染物の種類は､原則として､可燃物､難燃物､不燃物､有機液体､動物..

フィルター等の許可廃棄業者が示す廃棄物の分類を記帳し､それができない

場合は､記帳者が設定する分類を記帳する｡

3. 汚染物の数量は､汚艶物を収納する容器の容積及びその個数を用いて記帳す

る｡

4. 必要に応じて､運搬も廃止前の例にならい記帳する｡

5. (2)､く3)及び(4)の帳韓を施行規則第 26粂第3項の廃止措置報告書に

添付する｡

(2) ､放射性同位元素によって汚染された物の発生の帳簿 (第7号ニ)

6. この帳簿では､汚敷物の発生について記帳する｡

7. 汚染物の発生の記帳項目は､汚染物の種類及び数量である (参考 19参照)｡

8. 汚放物に含まれる放射性同位元素の種類及び数量並びに汚染物が発生した

年月日及び理由についても記帳することが望ましい｡

(3) 放射性同位元素によTP官汚染された物の強ま♭｡廃棄の蟻簿 (第7号ホ､へ)

9. この帳簿では､汚放物の譲渡し及び廃棄について記帳する｡

10.この帳簿は､廃止日等に閉鎖した廃棄 (保管廃棄)の帳静を繰り越した新た

な帳簿を用いることにより記帳する｡

11.譲渡しの記帳項目は､汚染物の種類及び数量､年月日並びに相手方の氏名又

は名称である｡

12.相手方の氏名又は名称は､工場若 しくは事業所又は廃棄事業所の名称まで記

帳する｡また､必要に応じて､許可又は届出番号についても記帳する｡ただ

し､許可届出使用者に汚熟物を譲り渡すことができるのは､施行規則第 26

条第1項第5号に規定する場合のみである｡

13.廃棄の記帳項目は､汚染物の種類及び数量､年月日､方法並びに場所である｡

また､廃棄に従事する者の氏名についても記帳することが望ましい｡
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(4) 放射性同位元素によって汚染された均に係る廃止措置完了時の記蛾

14.廃止捨置完了時は､在庫を確認し､(2)及び(3)の帳簿と一致することを確

認する｡

15･14の確認後､帳静を集計し､総括帳票を作成する｡

16.総括帳票は､汚典物の種類ごとに､汚鞄物の種類､発生した数量､譲り渡し

た数量及び廃棄した数量を記帳する｡また､廃止日等における所有数畳につ

いても記帳することが望ましい (参考20参照)0

17.廃止日等における所有数畳は､廃止日等に閉鎖した時の総括帳票の数量を記

帳する｡

18.確実にすべての汚挽物を譲り渡し､又は廃棄したかを確認する｡-
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(参考7)密封されていない放射性同位元素等の揺括賎業の例 監許可使用者】

密封されていない放射性同位元素等に関する帳簿 (総括帳票)

密封されていない放射性同位元素

種 類 期首 受入等数量 払出等数量 期莱

化 餐 製 小 払 使 よ減たり表敬滞絹畳少正 小
核 学 荏 入 近 出 用 荏
檀 形 痩 数 数 計 敬 数 計 庫

】l 等 盈 畳 蕊 量 ~Lに

,

∫

i 【

II

t l～

ーl

1l

i

放射性同位元素によって汚琴された物

可燃物 50L X 本 難燃物 60L pX. 本

不燃物 50L X 本 非圧縮性不燃物 50L X 本

無機液体 25L X 本 有機絞体 25L X 本

動物 50L X 本 フィルダー L

※この帳票例は注意事項3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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(参考8)車封された放射性同位元素の管理の蟻簿の例 監居出陳売業者｡届出文貨業者ヨ

密封された放射性同位元素に関する帳簿 (管理帳票)

･種類及び響Tiff 放射J装備性同位元素機器の種類

核 . 種

化学形等

数 量 Bq X

諺餐けi望 … 行 為 】

年月日

相手方 i

運搬年月日 l
運搬の方抵

荷送人

回 ; 運搬年月日 l

収質借 運搬の方抵
荷送人

這籍従事者/遅簸委託先

保管 委託細始日

委託終了日

数 量 Bq X

委託糞

販 i 行 為

】売-譲唆し近還賃貸磨莱 年月日

数 量 Bq X

相手方

廃棄委託先

連搬年月日

運搬の方綾

荷受人

運航 事者/運籍委託先

･xこの帳票例は注意事項3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はないO
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(参考⑳)密封された放射性同位元素の耳兼の帳簿の例 【届出賃溌業者】
密封された放射性同位元素に関する帳票 (賃貸帳票)

i種類i 数量 貸貸 した年月 日 回収 した年月 日 相手方

I

1l

i

l】r

i
ど

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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(参考 柑)牽封書れた放射性同位元素の絵描帳叢の例 【届出販売業者】

密封された放射性同位元素に関する帳票 (総括帳票)

種類 教皇 期首における保管委託個数 譲り受けた憶敦.傾受か的 .雛 ) 販売個数 その他譲り渡した個数(語鼓し.返卦賃貸) 期末における 書保管委託個数 至

lI
I I

Iら一

Ii

i
J

i

ii

i

I

※この帳票例は注意事項3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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(参考 13)車封されていない放射性同位元素の穏括帳票の例 【届出販売業者】

密封されていない放射性同位元素に関する帳簿 (総括帳票)

種 類 ･期首における保管委託数嶺 譲り受けた数盈I 版売数量 その他譲り渡した数袋 朔革における保管委託数故核種 化学形等

ii

ll
I

l

I

!

l

※この帳票例は注意事項3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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(参考 14)放射性同位元素等の管理の頼薄 く辛等管理用)の例 【許可廃棄業者】

放射性同位元素等に関する帳簿 (管理帳票)

管 理.番 号

容器の種類 】

放射性同位元素によって~~汚染された物の種類

澱射性同位元素によって汚染された物の数量(容器の容嶺) 1L

放射性同位元素の種類 .数量 種類 数量 l 種類 .数量i

I

.受入れまとEfFf響冗.･等 .行為

年月日

相手方

運搬年月日

運搬の方払

荷送人

運転従事者/蓮簸委託先

保管 開始日

終了日 【l l

方 払 …

場 所 1

従事する者

払也し磨棄請替え等 行 為

年月日

相苧方/廃棄の方法 1

廃棄の場所

廃棄に従事する者

う峯搬年月日

運搬の方法

荷受人

運搬従事者/運挺委託先

煤管磨秦 開始日

･終了日

_方 汝

場 .所

-従事する者

※この帳票例は注意事項3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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(参考 17)密封容れた放射性同位元素の捷括蟻業の例 監廃止措置】

密封された放射性同位元素に関する帳票 (総括帳票)

Ii種類 数量 廃止日等における所有個数 譲り渡した個数I 返還した個数

l

J

l
I

Iド I
l

I

iI

～

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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(参考 18)密封されていない放射性同位元素の捻括帳票の例【廃止措置】

密封されていない放射性同位元素に関する帳票 (総括帳票)

種 類 1廃止日等にお浸る所有数量 i譲り渡した数量 ト 廃棄した数量核種 化学準筆_

7i

Ii
I

)

I

7i

※この帳票例は注意事項3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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(参考 1g)放射性同位元兼によって汚染された物の先生蟻簿の例 監廃止措置】

放射性同位元素によって汚染された物に関する帳票 (発生帳票)

帝 壊 _数 量

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡

(参考 20)放射性同位元素によっ首汚染された物の総括帳票の例 監廃止措置】

放射性同位元素によって汚染された物に関する帳票 (総括帳票)

種類ド- 廃止日等における所有数量 - 発生した数量 萌り覆した数量 廃棄した敦盛
i

,i

l

I

※この帳票例は注意事項 3のとおり参考であり､このような形式をとる必要はない｡
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